
  

平成２７年第１回東海村議会定例会追加提出議案 

説明要旨 

  平成２７年３月２４日 

 

 おはようございます。 

今回定例会に追加提出いたしました議案の概要について，ご

説明申し上げます。 

 今回追加提出いたしました議案は，条例の改正２件，補正予算

１件，工事請負契約の締結１件，工事請負契約締結の変更３件，

財産取得１件，人事案件３件の合計１１件でございます。 

 

議案第４１号 東海村一般職の任期付村費教職員の採用等に

関する条例の一部を改正する条例につきましては，茨城県が定

める職員の給与に関する条例の一部改正に準じ，任期付村費教

職員の給料表及び教職員特別手当月額表を改正するため，条

例の一部を改正するものでございます。 

 

議案第４２号 東海村立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改

正する条例につきましては，子ども・子育て支援法の施行に伴い，

入園手数料を廃止し，多子世帯の保育料に関する規定を追加す

るほか，所要の改正を行うため，条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

 

議案第４３号 平成２６年度東海村一般会計補正予算（第７号）

につきましては，予算総額に歳入歳出それぞれ６，７７５万２千円を

追加し，予算総額を２２７億１１６万４千円とするものでございます。 



  

補正の主な内容につきましては，本年 1 月の国の補正予算で

創設された地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金などを

活用して，プレミアム付地域商品券発行事業など８事業を実施す

ることとしたことにより，これらの事業に要する経費を増額補正し，

その全額を翌年度へ繰り越すものであります。 

 

議案第４４号 中央地区８４街区根崎一次造成工事に係る工事

請負契約の締結につきましては，電子入札による一般競争入札

の結果，５，７０２万４千円でネモト建設工業株式会社が落札いた

しましたので，工事請負契約の締結をするものでございます。 

 

議案第４５号から第４７号までは，工事請負契約締結事項中の

変更について でございます。 

議案第４５号は，平成２５年第４回定例会で議決を受け，岡部・

河野特定建設工事共同企業体と締結しました，中丸小学校建設

工事の内，建築工事及び付帯工事の請負契約につきまして，新

北棟及び新南棟の天井を文部科学省の基準に満たすため，耐

震化の追加工事が生じたことから，契約金額２２億８６０万円を 

２２億３，１８２万円に，変更契約の締結をするものでございます。 

 

議案第４６号は，平成２６年第２回定例会で議決を受け，岡部・

河野特定建設工事共同企業体と締結しました，南台第三工区造

成宅地滑動崩落緊急対策工事の請負契約につきまして，仮設工

事用道路の設置に当たり，敷
し き

鉄板
てっぱん

敷設工
ふ せ つ こ う

などを追加する工事の

見直しが生じたことから，契約金額４億２，０１２万円を４億７，０６６



  

万４千円に，変更契約の締結をするものでございます。 

 

議案第４７号は，平成２６年第３回定例会で議決を受け，ネモト

建設工業株式会社と締結しました，南台第四工区造成宅地滑動

崩落緊急対策工事の請負契約につきまして，工事車両通過に伴

う騒音・振動等の対策を検討した結果，ルート変更が可能となっ

たことにより，仮設工事用道路の短縮，法面の一部再利用などに

より，工事費の減額が生じたため，契約金額８，６４０万円を８，１６４

万８千円に，変更契約の締結をするものでございます。 

 

議案第４８号 財産取得に関し議決を求めることにつきましては，

（仮称）歴史と未来の交流館の建設に伴い，当該用地を取得する

ため，地方自治法第９６条第１項第８号及び東海村議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規

定により，議会の議決を求めるものでございます。 

 

同意第１号から第３号までは東海村名誉村民選定の同意を求

めることについて でございます。 

同意第１号は，村勢発展に多大な貢献をされました， 

須藤
す と う

 富雄
と み お

 氏を， 

同意第２号は，教育文化の進展に多大な貢献をされました， 

照沼
てるぬま

 信邦
のぶくに

 氏を， 

同意第３号は，社会福祉の増進に多大な貢献をされました， 

故 清野
き よ の

 欣一
きんいち

 氏を， 



  

東海村名誉村民として称号を贈りたいので，東海村名誉村民条

例第３条の規定により，議会の同意を求めるものでございます。 

 

 

追加提出いたしました議案について概要を申し上げましたが，

詳細につきましては，お手元の議案書等によりご審議のうえ，適切

なる議決を賜りますようお願い申し上げます。 

以上で，追加議案の説明を終わらせていただきます。 


